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【現状と課題】 

  現  状  

１ 平常時の対策 

○ 病院では、「防災マニュアル」及び「大

規模地震を想定した防災マニュアル」の

作成や防災訓練等を実施し、災害時の体

制整備を進めています。 

○ 県、市では地域防災計画を策定し、保

健所も激甚災害初動活動マニュアル等を

定めるなど、行政機関においても体制づ

くりを進めています。 

○ 大規模災害時に備えて、一宮市民病院、

総合大雄会病院、厚生連尾西病院の３病

院から、当医療圈の災害医療に関する調

整を担う地域災害医療コーディネーター

を任命しています。 

○ 病院や医療関係団体では、災害に関す

る勉強会の開催、研修会、学会等への参

加等、災害医療に関する知識、技術の普

及が行われています。 

○ 大規模災害時においては、保健所に医

療チームの配置調整等を行う地域災害医

療対策会議を設置することとし、平時か

ら、地域における課題等について検討す

る体制を整備しています。 

○ 地域災害医療対策会議が担う調整機

能、運営体制等について検討を行うため、

地域災害医療部会を開催します。 

 また、部会の下には実務者会議を設置

し、より具体的な内容についての検討を

行います。 

○ 当医療圏内の 19 病院のうち、全ての建

物が昭和56年施行の新耐震設計基準によ

り建築されているものは 8 病院、一部の

建物が新耐震設計基準となっているもの

は 10 病院、新耐震設計基準による建物が

全くないものは 1病院となっています。 

○ 東日本大震災における災害医療対策の

課題を踏まえ、国において災害拠点病院の

指定要件の見直しなどが行われたため、新

たに定められた指定要件を満たすよう、地

域医療再生基金を活用して、災害拠点病院

の機能強化を図ることとしています。 

２ 災害発生時対策 

【発災直後から 72 時間程度まで】 

○ 地域災害医療対策会議を迅速に設置し、

関係機関が連携して情報収集と医療の調

整にあたります。 

  課  題  

○ 災害が発生した場合、病院は、入院患 

者の安全を守ること及び施設の被害を最 

小限にとどめ、診療機能を維持、確保する

ことが最も重要な課題となります。このた

めには、全ての病院が防災マニュアルを策

定するとともに、防災訓練などにより、マ

ニュアルに定められている事項が迅速か

つ的確に実施できるか確認する必要があ

ります。 

○ 災害医療コーディネーターを中心とし

た、関係機関による連携体制を構築する

必要があります。 

○ 災害医療コーディネーター間の、平常

時からの連携体制を構築する必要があり

ます。 

○ 大規模災害に備え、発災時に迅速に地

域災害医療対策会議を設置するため、設

置手順や関係機関との連携等の具体的な

作業内容について計画を策定しておく必

要があります。 

○ 病院は、保管庫等の転倒防止やガラス

の飛散防止など、施設の安全対策を推進

し、さらに、ライフラインの確保に向け

た対策を平常時から、実施する必要があ

ります。 

○ 医療機関の被災状況に応じて、入院患

者の転院調整や患者搬送を調整する体制

の整備が必要です。 

○ 人工呼吸器等の医療機器使用患者や人

工透析患者への被災時における対応を検

討しておく必要があります。 

○ 保健所及び災害医療コーディネーター

を中心に、２次医療圈内の災害拠点病院

間の連携や災害拠点病院と地域の医療機

関、医療関係団体、消防機関、市町村等

第４章 災害医療対策



- 39 -

○ 当医療圏では一宮市民病院、総合大雄

会病院及び厚生連尾西病院が災害拠点病

院に指定されており、災害時には重症患

者の受入れ拠点及び広域搬送の拠点とな

ります。 

 また、医療救護活動に必要な医薬品及

び衛生材料について、不足する場合は市

からの調達要請により、ランニング備蓄

（流通在庫に上乗せした備蓄）している 

医薬品等を調達します。 

【発災後概ね 72 時間から 5日間程度まで】

○ 各医師会及び歯科医師会は、県や市から

の医療活動の要請により、医療救護班を組

織し、地域の救護所等において診療活動に

従事します。（表4-1） 

との連携を強化する必要があります。 

○ 関係機関、団体が災害拠点病院を中心

にして効果的な対応ができるように、災

害情報の収集、提供、共有、患者の搬送、

受入れ、スタッフの応援等について、協

議を進める必要があります。 

○ 関係機関、団体が災害対応マニュアル

を交換し、災害時の活動について相互理

解を深めることが必要です。 

○ 被災現場において迅速な医療救護を行

えるようにするため、関係機関、団体に

おける体制及び機材の点検整備が必要で

す。 

○ 保健所は、管内の医療情報を収集して

医療の確保に努めます。 

【発災後概ね 5日目程度以降】 

○ 保健所は激甚災害初動活動マニュアル

に基づき、総務班、保健医療班、生活衛生

班を編成し、情報収集の上、市を始め関係

機関・団体と協力し防疫活動、保健活動を

展開し、被災者の感染症予防や健康管理

（心のケアを含む）を行います。 

３ 災害時要援護者に対する支援 

○ 身体・知的障害者や在宅療養者など災

害時要援護者に対して、健康相談、歯科

保健相談、精神保健福祉相談、栄養指導

等の支援を行う必要があります。 

 単身高齢者、介護保険認定者、障害者

手帳所持者等、一部の災害時要援護者の

情報は把握されていますが、避難誘導体

制等はまだ確立されていません。 

○ 難病患者に関わる災害時要援護者台帳

を作成しており、年１回の見直しに努め

ています。 

○ 災害発生後に必要となる被災者の健康 

管理（口腔ケア含む）や心のケアに関し、

巡回健康相談や相談窓口の設置等、必要

な対策を迅速・的確に進められるよう関

係機関・団体と連携を図り、体制整備を

強化していく必要があります。 

○ 災害時要援護者及び家族には災害に備

えた準備を整えるよう、啓発する必要が

あります。 

また、関係者は災害時要援護者の情報

を個人情報保護に配慮して整備するとと

もに、避難誘導体制の確立を早急に図る

必要があります。 

○ 医療依存度の高い在宅療養者に対する

治療が確保できるような避難場所の選定

及び搬送手段について、医療関係者、行

政関係者等による協議が必要です。 

【今後の方策】 
○  東海・東南海・南海地震等の大規模災害発生時に、災害医療コーディネーター、関係機関
等が連携し、医療チーム等の派遣や配置調整などのコーディネート機能が充分に発揮できる
体制の充実を図るため、関係者による検討を進めるとともに、大規模災害を想定した訓練を
定期的に実施します。 

○   保健所における災害時の対応力の強化を図ります。 
○  地元医師会と協力して、災害時における具体的な行動計画を取りまとめるための実務者会
議を開催していきます。 

○  災害時に自らが被災することを想定し、災害拠点病院を始めとする医療機関において、被
災直後の初動体制及び業務継続計画を含んだ災害対策マニュアルの作成を促します。

○ 災害時に、迅速な医療、救護の提供や効果的な保健対策が実施できるよう、初動体制、災
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害情報の収集、連絡等について、関係機関、団体との相互理解と連携を促進します。 
○ 地域における災害時要援護者への支援体制づくりに向け、ボランティアを含め、地域関係 
者で検討を行っていきます。 

表 4-1 医療圏内の医師会における医療救護体制   

医 師 会 名 医 療 救 護 班 の 数 

一 宮 市 医 師 会 16 

稲 沢 市 医 師 会 9 

資料：愛知県地域防災計画附属資料（平成 25 年修正） 
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災害医療提供体制体系図 

■ 急性期～亜急性期 

■ 中長期 



- 42 -

＜災害医療提供体制体系図の説明＞

○ 災害発災時に、災害対策本部の下に、全県的な災害医療の調整機能を担う災害医療調整

本部を設置します。また、２次医療圏ごとの保健所に、地域の医療に関する調整を担う地

域災害医療対策会議を設置します。なお、災害には、地震、風水害、火山災害、雪害等の

自然災害から、海上災害、航空災害、鉄道災害、道路災害、大規模な事故による災害（事

故災害）に至るまで様々な種類があります。 

○ 災害発生直後における医療救護活動は、ＤＭＡＴによる活動が中心となり、ＤＭＡＴ調

整本部が、県内で活動するすべてのＤＭＡＴを統制します。ＤＭＡＴ調整本部は、必要に

応じてＤＭＡＴ活動拠点本部と、ＤＭＡＴ・ＳＣＵ本部を設置します。 

○ 災害医療調整本部と地域災害医療対策会議は、連携して医療機関の被災状況や避難所等

の医療ニーズの把握・分析を行い、医療チームの配置や患者搬送、医薬品の供給等の調整

を行います。 

○ 都道府県等への医療チームの派遣要請や受入れ、県全域の医療調整は災害医療調整本部

において行い、地域における医療チームの配置や医薬品等の調整は、地域災害医療対策会

議で行います。 

○ 災害発生後、時間の経過とともに、ＤＭＡＴの活動から次第に医療救護班による活動が

中心となります。また、災害発生直後は重傷救急患者等への緊急医療が中心となりますが、

次第に救護所や避難所での慢性期医療や、中長期では健康指導や医療機関の復旧支援等が

中心となります。 

○ 愛知県医師会の愛知県救急医療情報センターは、ＥＭＩＳ等により、医療機関における

診療状況等の収集・発信を行い、災害医療調整本部や地域災害医療対策会議、医療機関等

の活動を支援します。 


